デイサービスセンター 絆

重要事項説明書
（ 通 所 介 護）

	□新規

	□変更
変更内容：
6．営業日及び営業時間(1月2日追加)



株式会社　きずな

デイサービスセンター 絆
デイサービスセンター絆

通所介護重要事項説明書

《 令和7年 10月 １日現在 》

1．事業者（法人）の概要

	名称・法人種別
	株式会社　きずな

	法人所在地
	熊本県 八代郡氷川町野津859番地10

	代表者名
	井戸上　聖

	電話番号
	０９６５－６２－８８８６

	ＦＡＸ　番　号
	０９６５－６２－１１８８


2．事業所の概要

（１）事業所名及び事業所番号等

	事業所の名称
	デイサービスセンター絆

	事業所の所在地
	熊本県 八代郡氷川町野津859番地10

	代表者名
	下田　陽司

	電話番号
	０９６５－６２－８８８６

	ＦＡＸ　番　号
	０９６５－６２－１１８８

	事 業 所 番 号
	４３７２９０１０３５


3．事業所の目的及び運営方針等

［事業の目的］

本事業は、本事業所に配置する従業員（以下「職員」という。）が、要介護状態（以下「利用者」という。）に対し、創意工夫された適正な通所介護を提供することを目的とする。
［運営方針］

（１）本事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練等を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るものとする｡

（２）本事業の実施にあたっては、市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

［その他］

（1） 本事業所は、その利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した通所介護計画を作成するものとし、利用者またはその家族に対し、その内容等を説明するものとする。
（２）本事業所は、自らその提供する通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする

（３）本事業所は、職員に対しその資質の向上のための研修等の機会を確保するものとする。
4．事業所の職員体制

	職員の職種
	人員
	区　分
	職　 務　 内　 容

	管 理 者
	１名
	常勤兼務
	職員を指揮監督し、業務の実施状況の把握と事業の管理を一元的に行う。

	生活相談員
	1以上
	常勤兼務非常勤兼務
	利用者またはその家族からの相談に対する対応、及び事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者との連携等必要な役割を行う。

	看護職員
	1以上
	常勤兼務非常勤兼務
	利用者の健康状態を把握し、健康維持のための必要な措置及び心身の状態に応じ、充実した生活がおくれるよう、日常生活上の介護及び相談・援助を行う

	介護職員
	３以上
	常勤兼務非常勤兼務
	利用者の日常生活上の介護及び相談・援助を行う。



	機能訓練指導員
	1以上
	常勤兼務非常勤兼務
	利用者に応じた機能訓練メニューを用いて、身体機能の改善及び維持することを目的とする。


＊事業所は、全ての指定通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第８条第２項に規定する条例で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。

＊事業所は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

6．営業日及び営業時間

　　通常の営業日及び営業時間は次のとおりとなります。

　　・営 業 日　　月曜日～土曜日（12月31日、１月１日、1月2日除く）
　　・営業時間　　８：００～１７：００
・サービス提供時間　　８：５０～１６：００

7．事業所の実施地域

　　通常の事業の実施地域は、八代市・宇城市・八代郡氷川町となります。

　　　※上記地域以外でもご希望の方は、ご相談ください。
8．事業所サービスの内容

	サービスの種類
	サ ― ビ ス の 内 容

	食　　　事
	利用者の身体の状況に配慮した温かい食事を提供します。

 ［昼食時間］ 11:30～

	入　　　浴
	個人浴にて入浴介助を行います。

寝たきり等で座位のとれない方は、機械浴での入浴も可能です。

	排　　　泄
	利用者の状況に応じて、適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても適切な援助を行います。

	機 能 訓 練
	機能訓練指導員により、利用者の心身の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の改善・維持及び減退防止に努めます。

	健康チェック
	利用者の血圧測定等による健康チェックを行い、健康状態の把握を行います。

	送　　　迎
	ご自宅から事業所までの送迎を行います。


9．利用料金（別紙参照）

（１）別紙１に関しては、自己負担料金の変更があるごとに、同意を求め、提示いたします。
10．利用料金のお支払い方法

　　「別紙１利用料金」に記載の利用料金を基に算定した前月分利用料等を利用料明細の入った請求書により請求いたします。下記の方法にてお支払い下さい。お支払い頂いた後に領収書を発行いたします。

［お支払い方法］

（1） 事業所窓口での支払い

（2） 指定金融機関口座〈 熊本銀行 〉からの自動引き落とし、ご希望により手続を代行いたします

（３）下記指定口座への振込（手数料が必要です）

	金融機関名
	熊本銀行　鏡支店

	口座番号
	普通預金　３０４０６９７

	口座名義
	株式会社きずな　代表取締役　井戸上聖


11．サービス内容に関する苦情等相談窓口

［相談窓口］

	当 事 業 所 お 客 様 相 談 窓 口

	受 付 担 当 責 任 者
	受付ご利用時間
	ご 利 用 方 法

	管理者：下田陽司　
	８：００～１７：００
	・電話　（0965-62-8886）

・FAX　（0965-62-1188）

・当事業所にて相談



	そ の 他 の お 客 様 相 談 窓 口

	受　付
	受付ご利用時間
	ご 利 用 方 法

	・熊本県庁高齢者支援課
	９：００～１７：００

(土､日曜日・祭日は除く)
	・電話　(096-333-2215)

	・熊本県国民健康保険団体連合会
	
	・電話　(096-214-1101)


［苦情処理体制及び手順］
1 苦情処理担当者が相談者本人に直接伺って、苦情内容の詳細把握を行います
　②苦情内容について管理者を含め対応策の検討を行います。

2 苦情処理担当者が相談者に検討結果の説明を行います。

3 上記の苦情等の内容及び経過については、利用者の居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を担当している介護支援専門員（ケアマネージャー）にその都度報告し、必要な指示を受けます。
4 苦情処理についての内容・対応結果等について台帳管理を行い、苦情の処理後も利用者及び担当介護支援専門員と連携を図り、再発防止に努めます。
［衛生管理及び通所介護員の健康管理等］
1．利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。

２． 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

（１） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

（２） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

（３） 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

（4） 通所介護員に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めると共に、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
［虐待防止に関する事項］
1事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
 (1)  虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
 (2)  虐待の防止のための指針を整備する。
 (3)  従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
 (4)  前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2  事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
［業務継続計画の策定等］
1．事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

２．事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

３．事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
12．非常災害時の対策

	非 常 時 の 対 応･対策
	･当事業所の消防計画を基に対応を行います。

･関係機関への通報体制、定期的に職員に周知を行います。

	避難訓練及び防災設備
	当事業所は、年１回昼間を想定した避難訓練を利用者の方も参加して行います。

（主要防火設備）

・誘導灯

・屋内消火栓及び消火器

・自動火災報知機及びガス漏れ警報器

	消 防 計 画 等
	（八代広域行政事務組合消防長への届出日）

令和元年10月7日

（防火管理者）

　下田陽司

	
	


13．事業所利用にあたっての留意事項

	宗教・政治活動
	事業所内での他の利用者に対する宗教活動及び政治活動は、ご遠慮下さい。

	喫　　煙
	決められた場所以外での喫煙は、ご遠慮下さい。

	迷惑行為等
	他の利用者に対する迷惑な行為はご遠慮下さい。

	所持金品の管理
	所持金品は、自己の責任で管理して下さい。

	利用中止の報告
	身体的異常等で利用を中止される場合は、事前に電話で連絡下さい。

	利用中の病院受診
	事業所でご利用中に身体的異常が発生した場合は、看護職員による応急処置を行います。尚、病院受診等は原則として家族にてお願い致します。


14．緊急時の対応

　　利用者に容体の急変等があった場合は、速やかに医師に連絡する等必要な措置を講ずるほか、ご家族（緊急連絡先）及び居宅介護支援事業者等へご連絡いたします。

	主　治　医
	病 院 名
	

	
	所 在 地
	

	
	連 絡 先
	

	救 急 搬 送 病 院
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	緊急連絡先
	氏名(続柄)
	（　　　）

	
	住　　所
	

	
	連 絡 先
	


15．事故発生時・事故防止及び再発防止の対応

（１）本事業所は、事故発生時の対応等の指針を整備し、利用者に対してデイサービスの提供をおこなう。尚、サービス提供時に事故が発生した場合は、速やかに市町村及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

（２）本事業所は、事故の再発を防止するため、事故発生の報告、分析、改善策を職員へ周知徹底し体制を整備するものとする。
16．お客様へのお願い

　　サービス利用の際には、介護保険被保険者証等及び介護保険負担割合証を提示して下さい。
当事業所は、契約書及び本重要事項説明書に基づいて、通所介護のサービス内容及び重要事項の説明をしました。

令和　　年　　月　　日

　　　事 業 者　　　　　　　　　住　所　　　　熊本県八代郡氷川町野津859番地10
　　　　　　　　　　　　　　　　法人名　　　　株式会社　きずな　　
　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　代表取締役　　井戸上　聖　　印

　　　説 明 者　　　　　　　　　住　所　　　　熊本県八代郡氷川町野津859番地10
事業所　　　　デイサービスセンター　絆

職　名　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　
私は、契約書及び本重要事項説明書に基づいて、通所介護のサービス内容及び重要事項の説明を受け同意します。

令和　　年　　月　　日

　　　利 用 者　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　ご家族（続柄：　　　　）　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
□代理人（選任した場合）　（関係：　　　　　　　　　）

　　□署名代行人　　　　　 　 （関係：　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　
別紙１
1．利用料金

（１）介護保険給付サービス利用料金

　　　利用料は、介護報酬告知上の額に、各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額が自己負担となります。介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、熊本県が定める基準額の全額をお支払い頂くこととなります。利用料のお支払い後にサービス提供証明書と領収書を発行いたします。サービス提供証明書及び領収書は、後に利用料の償還払いを受ける時に必要となります。
《通常型通所介護利用基本料金》７時間以上～8時間未満
	
	要介護度

	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	
	１日あたり
（１０割）
	6,580円
	7,770円
	9,000円
	10,230円
	11,480円


　
上記料金算定の基本となるサービス提供時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者の居宅サービス計画に定められたサービス提供時間を基準とします。尚、当事業所では、原則（７時間以上～８時間未満）の提供時間となります。

《通所介護利用加算料金》

	
	自己負担額
	加 算 及 び 算 定 の 内 容

	入浴介助加算Ⅰ（１０割）
	400円
	利用者の希望により、入浴介助を行った場合の１日当りの加算料金


（２）介護保険対象外サービス利用料金

	
	料 金 及 び 内 容 の 説 明

	食 材 費　　　　（１食当り）
	利用者の食事に関する食材費の自己負担料金です。　　　　　　　　　　昼食600円

	理美容料金
	利用者の希望により、出帳による理美容サービスを受ける事ができます。但し実費自己負担となります。

	オムツ代等
	おむつの利用が必要な場合に、当事業所で用意するものを利用された場合に実費自己負担となります。（なるべくご家庭よりお持ち下さい。）

	その他の費用
	サービス提供される便宜の中で、日常生活において通常必要となる費用で、その利用者に負担させることが適当であると認められる費用は、実費自己負担となります。


（３）＜介護職員処遇改善加算Ⅰ＞

	介護報酬総単位数に8.0％をかけた額です。（令和6年4,5月のみの率となります）


　（4）〈介護職員等ベースアップ等支援加算〉→削除
	介護職員等ベースアップ支援加算

※区分支給限度額管理の対象外の算定項目
	介護報酬総単位数の1.1％をかけた額です。（令和6年4,5月のみの率となります）


※（3）（4）については令和6年6月から新たな加算『介護職員等処遇改善加算Ⅱ９％』へ変更となります』

（送迎減算）マイナス４７単位となります。
7
202510　株式会社きずな　通所介護　重説

